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体育施設
受付期間

予約⽅法 予約・問い合わせ先
（受付時間）市内在住・勤

務している⽅ 市外の⽅

⼤栄⼩諸球場（南城公園野球場）、
市営野球場、総合運動場

2 /27㈫〜 
 3 / 7 ㈬

3 /16㈮〜

4 ⽉〜11⽉分の予約を受け付けます。
市内在住または勤務している⽅は、期間内に
予約をしてください。集約後の利⽤調整会議
により、利⽤⽇が決まります。

利⽤調整会議終了後、市外及び引き続き市内
の⽅の予約を先着順で受け付けます。

⽣涯学習課 体育係
☎22－1700

（平⽇ 9：00〜17：00）

⼄⼥湖公園運動場
（テニスコート・ゲートボール場）

3 / 1 ㈭〜

4 ⽉〜11⽉分の予約を先着順で受け付けます。⽂化センター☎23－8880
（平⽇ 9：00〜17：00）

和⽥体育館 直接お問い合わせください。 和⽥体育館☎23－9156
（平⽇18：00〜21：00）

総合体育館、武道館、
屋内ゲートボール場すぱーく⼩諸 3 /15㈭〜 直接お問い合わせください。

総合体育館☎23－3800
（ 9：00〜21：00）
指定管理者：㈱セイウン

平成30年度の体育施設の予約受付を開始します。
それぞれの窓⼝または電話でお申し込みください。  ■問 ⽣涯学習課 体育係

■問 企画課 市⺠協働推進係

体育施設の予約受付

に努めます。
さらなる『条例理念の普及と実践』
小諸市自治基本条例の見直しから

市では、本年度「⼩諸市⾃治基本条例の⾒直し」のため、意⾒交換会や意⾒募集を⾏いました。
その結果、暮らしやすい地域社会づくりの実現に向け、次のとおり取り組んでいきます。

1  条例を⾝近なものとするため「条例理念の普及と実践」を最優先に取り組む。
2  条例理念の実践には、各主体の活動⽀援とともに、各主体同⼠の横のつながりが
  ⼤切であることから、情報交換や連携などについて話し合える機会を毎年つくる。
3  条例理念の普及には、各主体が実際に活動していることを分かりやすく周知する。
※今回の⾒直しでは、条例の⽂⾔の⾒直しは⾏わないものとしました。

市民参加手続ガイドライン（職員用）を策定
市では、これまで以上の市⺠参加の充実を図っていくため、職員が市⺠参加⼿続を実践する際の基準や留意点
をまとめた「市⺠参加⼿続ガイドライン」を策定し、 4 ⽉から運⽤を開始します。
企画課で閲覧が可能なほか、市ホームページにも掲載します。

「小諸市市民活動促進事業補助金」申請団体の募集
ボランティアやＮＰＯなどの市⺠活動を⾏う団体に対し、事業にかかる経費について補助⾦を交付します。

▶応募説明会  3 /19㈪ 18：30〜
       市役所 3 階 第 1・ 2 会議室
▶応 募 受 付  4 / 2 ㈪〜 4 /13㈮ 必着
※ 3 /19㈪から企画課で応募⽤紙を配布します。
 市ホームページからもダウンロード可。

▶対 象 者  市内に活動拠点がある団体
▶対象事業  ・市⺠活動を⾏うための事業
      ・市内を対象とした事業
      ・他の補助⾦を受けない事業


